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新ひだか町期間入札試行要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、新ひだか町財務規則（平成１８年規則第３０号。以下「規則」

という。）に基づき、町が実施する入札及び見積（以下「入札」という。）におい

て、期間入札の方法により執行する場合の手続き等について、必要な事項を定め

るものとする。 

（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1)  期間入札 入札書を一定の期間内において、郵便（郵便法(昭和２２年法律

第１６５号)第４条第２項の規定により日本郵便株式会社が送達する信書を

いう。）又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成１４年法律第９

９号)第２条第６項に規定する一般信書便事業者、同条第９項に規定する特

定信書便事業者若しくは同法第３条第４号に規定する外国信書便事業者によ

る同法第２条第２項に規定する信書便（以下「郵便等」という。）により送付

して入札する方法又は直接持参する方法により提出し、特定の日時に開札及

び落札者の決定を行う入札をいう。 

(2)  期日入札 入札書を特定の日時に直接持参する方法により提出し、直ちに

開札及び落札者の決定を行う入札（入札参加者が特定の日時に一堂に会して、

入札書を提出する方法）をいう。 

（対象とする入札） 

第３条 期間入札の対象とする事業は、建設工事及び製造の請負、測量、調査、設

計等の業務委託、物品の調達、役務の提供等に係る入札のうち、町長が期間入札

によることが適当であると認めたものとする。 

（入札公告及び指名入札通知） 

第４条 期間入札を行うときは、一般競争入札の公告においては規則第１２１条第

３項各号に、指名入札通知においては規則第１３６条第３項にそれぞれ掲げるも

ののほか、次の各号に掲げる事項も併せて公告又は通知（以下「公告等」という。）

するものとする。 

(1)  入札書の提出方法 

 (2)  入札書の提出期間 



 (3)  入札書の提出先 

 (4)  入札回数 

 (5)  期間入札の条件に反した入札書を無効とする旨 

 (6)  入札金額に対応した積算内訳書（以下「内訳書」という。）の提出の要否 

 (7)  前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項 

２ 期間入札を行うときは、規則第１２１条第１項及び第２項の規定による適切な

見積期間に、概ね３日間以上を加えた日数を公告等の日から開札日までの期間を

見込むものとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、こ

の限りではない。 

３ 入札書及び内訳書（公告等で内訳書の提出を求めているものに限る。以下「入

札書等」という。）は、開札日の前日（開札日の前日が休日（新ひだか町の休日を

定める条例（平成１８年条例第２号）に定める休日をいう。以下同じ。）のときは、

その直前の休日でない日）までに到着するよう第６条第１項で定める方法により

入札書等の提出先へ送付しなければならない。 

４ 期日入札による公告等を行っている場合において、町長が期間入札による実施

が必要であると認めた場合は、第１項に掲げる入札方法等の変更内容について、

競争入札実施方法の変更通知書（様式第１号）により書面又は電子情報処理組織

（新ひだか町の使用に係る電子計算機と入札参加者用に係る電子計算機とを電気

通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。）を用いて公告等を行う

ことにより、入札方法の変更を行うことができるものとする。 

５ 前項により入札方法の変更を行う場合における期間は、第２項及び第３項の規

定を準用するものとする。 

（入札に係る費用の負担） 

第５条 期間入札及び期日入札に係る費用は、入札の結果にかかわらず、入札参加

者の負担とする。 

（入札書等の提出方法） 

第６条 入札参加者は、次の各号のいずれかの方法により、公告等で指定する期間

内に入札書等を提出しなければならない。 

(1)  一般書留郵便 

(2)  簡易書留郵便 

(3)  民間事業者による信書の送達に関する法律第２条第６項に規定する一般信



書便事業者、同条第９項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第３条第

４号に規定する外国信書便事業者による同法第２条第２項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして町長が認めるもの 

 (4)  公告等で定める提出先へ直接持参する方法 

 (5)  前各号に掲げるもののほか、町長が指定する方法 

２ 前項の規定による提出にあたっては、次の各号により作成した封筒を用いなけ

ればならない。 

(1)  入札書等を同一の封筒に入れて封かんの上、町が指定する封筒表面様式（様

式第２号その１、様式第２号その２又は様式第２号その３）に入札者の商号

又は名称、公告等した工事名等、開札日並びに入札書在中の旨を記載し封筒

表面に貼付け、あて名を公告等で指定した提出先とすること。 

 (2)  １件の入札につき一つの封筒を使用することとし、一つの封筒に２件以上

の入札書等を同封してはならない。ただし、入札参加者が複数の入札案件の

入札書等の提出を要する場合において、あらかじめ入札公告等で認めている

場合は、この限りではない。この場合においては、前号に定める方法により

入札書等を封かんした封筒を外封筒にまとめて封入し、町が指定する封筒表

面様式（様式第２号その１又は様式第２号その２）及び封かんした入札件名

の内訳を記載した町が指定する封筒表面様式（様式第２号のその４）を外封

筒に貼付け、すべての入札案件の提出期限までに提出するものとする。 

 (3)  入札書（様式第３号）のくじ番号欄は、くじを行うことになる場合に備え、

別に定めるくじの実施方法により、任意の数字を記入すること。 

(4)  入札書及び内訳書に記載する日付は、開札日を記入すること。 

 (5)  入札保証金の納付又はそれに代える担保の提供を必要とする場合は、入札

保証金を納付したこと又はそれに代える担保の提供を確認できる書類を同封

すること。 

 (6)  入札書等を封かんする封筒は、必要に応じて透け防止等の措置を施し、入

札金額などを視認できないようにしなければならない。 

（内訳書の提出） 

第７条 入札参加者は、公告等において提出の求めがない場合は、内訳書の提出を

省略できるものとする。 

２ 内訳書は、公告等で示した設計書又は仕様書に単価及び金額を記載したもの、



又はそれと同等の項目が含まれる様式によるものとする。 

３ 工事の場合は、積算基準で定める工事費の種別及び区分により記載したものと

し、公告等で指定した様式に準じたものとする。 

（入札書の保管等） 

第８条 町長は、入札書等が到達したときは、期間入札受付簿（様式第４号）に受

付日時、信書便の送達管理番号、入札参加者等の必要事項を記入するとともに、

開札の日時まで入札執行担当課（契約の種類ごと業務を担当する課をいう。）にお

いて厳重に保管するものとする。 

２ 封筒は、いかなる理由があっても、開札日時まで開封してはならない。 

３ 入札書及び内訳書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。 

４ 入札書等の送付に関する到着の確認の問い合わせについては、入札参加者が利

用した郵便等の信書便のサービス提供事業者へ直接確認することとし、入札執行

担当課は応じないものとする。 

５ 第６条第１項及び第２項の規定により、直接持参による方法で入札書等が提出

された場合においては、入札書等が入れられた封かん及び封印された封筒表面が

写し出された期間入札関係書類受付票（様式第５号）に受付日時を記載し、入札

執行担当課の受付印を押印のうえ、受領の記録として入札参加者へ渡すものとす

る。 

６ 前項の規定による受領の記録については、これに代わるその他の方法によるこ

とは妨げない。 

（入札の辞退） 

第９条 入札参加者は、入札書を提出した後においても、開札日の前日（開札日の

前日が休日のときは、その直前の休日でない日）までの間は入札を辞退すること

ができる。この場合、入札参加辞退届（様式第６号）を入札執行担当課へ持参、

郵便等又は電子情報処理組織をもって提出しなければならない。 

２ 入札書等が提出期間内に到達しなかった場合は、当該入札を辞退したものとみ

なす。 

（入札回数） 

第１０条 期間入札の入札回数は、原則として３回（初度、再度入札を含め３回）

までとする。ただし、必要と認めるときは、あらかじめ入札公告等で示したうえ

で、入札回数を１回又は２回までとすることができるものとする。 



（入札の無効） 

第１１条 規則第１２９条各号に掲げるもののほか、次の各号のいずれかに該当す

る期間入札は無効とする。 

(1)  入札参加資格のない者がした入札 

(2)  入札書等に不備のある入札 

(3)  第６条に規定する入札書等の提出方法によらない入札 

 (4)  指定された提出期限を過ぎて到達又は提出された入札（第１８条の規定に

より、入札を延期した場合を除く。） 

 (5)  入札保証金の納付又はそれに代える担保の提供を必要とする入札で、入札

保証金の納付又はそれに代える担保の提供のない者のした入札 

 (6)  入札書の入札金額と内訳書の積算金額が相違する入札 

 (7)  その他、入札に関する条件に違反した入札 

２ 前項の規定により無効となった入札書等は返却しないものとする。 

３ 期間入札による場合は、一般競争又は指名競争入札の方式によらず参加者が１

者のみの入札も有効とする。 

４ 期間入札の入札参加者は、郵政事情による事故等（以下「郵便事故等」という。）

により入札書等が提出期間内に到達しなかったことにより入札が無効となった場

合であっても、町に対し、異議を申立てることはできないものとする。 

（開札の立会い） 

第１２条 町長は、工事等の入札事務に関係のない職員１名以上を開札に立合わせ

るものとする。 

２ 入札が適正に執行されたことを証明するため、立会人に期間入札立会証明書（様

式第７号）に署名押印を求めるものとする。 

３ 立会人は開札時に、次に掲げる事項について確認するものとする。 

(1)  入札参加者数の確認 

 (2)  封筒が開封されていないことの確認 

 (3)  入札書及び工事等内訳書の内容確認 

 (4)  失格及び無効入札の確認 

 (5)  落札者（落札候補者）及び落札金額の確認 

 (6)  期間入札立会証明書（様式第７号）への署名押印 

（傍聴） 



第１３条 入札参加者は１名に限り傍聴することができる。この場合、入札執行予

定時刻の３０分前までに、入札会場にて期間入札傍聴申込書（様式第８号）にて

受付し、係員の指示に従い入札室へ入室するものとする。なお、開札を傍聴する

ときは、入札者本人又は傍聴代理人であることが確認できる会社名及び氏名票を

着用しなければならない。 

２ 入札参加者は、入札者本人が傍聴せず、代理人が傍聴するときは、前項に規定

する入札傍聴申込時に傍聴委任状（様式第９号）を提出しなければならない。 

３ 傍聴の定員は受付順に１０名までとする。ただし、入札執行者の判断でこれを

変更することができる。 

４ 傍聴人は、開札中に入札室の出入りはできないものとする。なお、やむを得な

い理由により途中で退室する場合は、入札執行者にその旨を告げて退室するもの

とする。 

５ 傍聴人が入札会場の秩序を乱す等、入札執行妨害となるような行為をし、係員

の指示に従わない場合は、入札執行者はその傍聴人を退室させることができる。 

６ 入札執行者は、入札会場の運営状況、その他必要と認める場合は、入札参加者

を傍聴させないことができる。 

（開札） 

第１４条 期間入札の開札は、公告等に示す開札の日時及び場所において行うもの

とし、当該入札事務に関係のない職員を立会わせるものとする。 

２ 開札の結果、落札となるべき価格の入札をした者が２者以上あるときは、落札

者の決定を保留のうえ、当該入札をした者（以下「同一価格者」という。）があら

かじめ入札書に記載した３桁の番号（以下「くじ番号」という。）等により、別に

定めるくじの方法により落札者を決定するものとする。ただし、入札執行者がこ

の方法により難いと判断する場合は、くじ引き（抽選）の実施通知書（様式第１

０号）により書面又は電子情報処理組織を用いて通知し、同一価格者に出席を求

め、くじを引かせて落札者を決定することができるものとする。 

３ 前項（ただし書きを除く。）において、入札書にくじ番号の記載がない場合又は

判別ができない場合は、発注者が任意のくじ番号を決定できるものとする。 

４ 第２項ただし書きの場合において、同一価格者のうち、くじを引かない者があ

るときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるもの

とする。 



５ 期間入札による第２項（ただし書きを除く。）によるくじ引きの方法により落札

者を決定した場合については、くじ引き執行調書（様式第１１号）によりその内

容を記録するものとする。 

６ 開札の結果、不落札となったときは、入札参加者に期間入札（不落札・無効・

失格）通知書（様式第１２号）を書面又は電子情報処理組織をもって通知するも

のとする。また、開札の結果、再度入札を行う場合で無効若しくは失格となった

者がいたときは、無効若しくは失格となった入札参加者へ同様に通知するものと

する。 

（再度入札） 

第１５条 期間入札による開札をした結果、有効な入札のうち予定価格の制限の範

囲内の価格の入札がないとき(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格

の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき) は、あらか

じめ入札公告等で示したうえで、再度入札を行うことができる。 

２ 再度入札を行う場合において、開札日から起算しておおむね７日以内（原則と

して休日を除く。）に再度入札を行うものとする。 

３ 第１項に規定する再度入札の取扱いに関しては、次に掲げる各号によるものと

する。 

(1)  再度入札における入札書等の提出期間は、少なくとも開札日から起算して

３日以上（原則として休日を除く。）確保するものとし、入札執行者が適宜定

めるものとする。 

 (2)  再度入札に参加することができる者は、初度入札に参加したものとする。

ただし、無効又は失格の入札を行った者は、再度入札には参加できない。 

 (3)  再度入札を行う場合において、再度入札に参加することができる者に対し

て、速やかに入札書等の提出期間、開札を行う日時及び場所、当該入札の最

低入札価格（売払いの契約にあっては最高入札価格）、その他必要事項を明記

した再度入札通知書（様式第１３号）により書面又は電子情報処理組織をも

って通知するものとする。 

 (4)  開札の結果、再度入札を行うこととなったときは、入札執行者は、予定価

格調書を予定価格封筒に封かんし、再封印を行うものとする。 

 (5)  再度入札の開札を行う場合においては、第６条から第１４条までの規定を

準用する。 



４ 入札執行者は、入札の公平性の確保ができる場合において、必要に応じて第２

条第２号に規定する期日入札の方法により再度入札を行うことができる。 

（落札者の決定等） 

第１６条 町長は、期間入札により落札者を決定した場合は、速やかに当該落札者

に口頭若しくは落札決定通知書（様式第１４号）を書面又は電子情報処理組織を

もって通知するものとする。 

２ 落札者以外の入札参加者に対しては、次条に定める公表をもって通知に代える

ものとする。 

（入札結果等の公表） 

第１７条 落札者の決定後においては、速やかに新聞又は町ホームページにて公表

するほか、別に定める場所において閲覧に供するものとする。ただし、建設工事

及び建設工事に係る設計等業務以外の物品の調達、役務の提供等に係る入札につ

いては、この限りではない。 

（入札の延期等） 

第１８条 入札執行者は、期間入札において、郵便事情等により事故が発生したと

き又は不正な行為等その他必要があると認めるときは、入札の延期、中止又は入

札の取消しをすることができるものとする。この場合において、入札参加者が損

失を受けることがあっても、町は、その責を負わないものとする。 

２ 前項により入札を延期、中止又は入札の取り消しする場合においては、その内

容を明記した競争入札執行取扱通知書（様式第１５号）を書面又は電子情報処理

組織をもって通知するものとする。なお、延期の場合おいては、入札書等を延期

後の開札日時まで厳重に保管することとし、中止又は取り消しの場合は、当該入

札書等を入札参加者に返却するものとする。 

（その他） 

第１９条 この要領に定められていない事項については、町の規則、入札心得の取

扱いに準ずるものとする。 

２ この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関する必要な事項は、町長が

別に定める。 

附 則 

 この要領は、令和３年７月２６日から施行し、同日以降に執行する入札から適

用できるものする。 



様式第１号（第４条関係） 

 

年  月  日 

 

              様 

 

新ひだか町長 

 

競争入札実施方法の変更通知書 

 

 下記の入札・見積案件について、下記の理由により入札（開札）実施方法を変更

しましたので通知します。 

 なお、入札（開札）方法の変更に伴いまして、下記の入札公告（指名通知）事項

に変更がありますので、ご承知のうえ参加してください。 

記 

１ 入 札 件 名  

２ 入札日（開札日）      年   月   日    時   分 

３ 入札方法変更理由  

 

４ 変 更 後 入 札 方 法 変更後： 変更前： 

５ 入 札 （ 開 札 ） に 

係る変更内容   

変更後 変更前 

 

 

 

 

 

６ 摘      要  

 ※ 入札公告形式については、上記の内容に準じた変更公告を行うものとする。 

※ この様式は、郵送、ファクシミリ又は電子メール等利用して通知するものと

する。 

 

 



様式第２号その１（第６条関係） 

 

※ 選択する取扱いにレ印を記入してください。

※ 発送期間は配達指定日の１１～３日前までとします。

簡易書留郵便 ②　特殊取扱

 ③　配達指定日

一般書留郵便

①
　
差
　
出
　
人

※ 配達日指定郵便で、かつ、一般書留郵便又は簡易書留郵便のいずれかによるものと

し、それ以外の方法による入札は無効とします。

※ 別に指示した日以外を配達指定日とした場合、入札は無効となります。

※ この封書の発送は郵便局窓口で書留郵便及び配達日指定の手 続きが必要です。

（直接、ポストには投函できません。）

 ④ 入札件名

 ⑤　開札日

配達日指定郵 便の
ほか、②にて選択し
た一般書 留郵 便又
は簡易書留郵 便の
料金を合算した額の
切手を貼ってく ださ
い。

 
 
 

グ
ル
ー

プ
 

行

 
 

部
 
 
 
 

課

 
新
ひ
だ
か
町
役
場

新
ひ
だ
か
町

入

札

書

在

中

親

展

配
達
日
指
定
郵
便



様式第２号その２（第６条関係） 

 

※ 選択する取扱いにレ印を記入してください。

※ 新ひだか町役場の閉庁日は除く。

※ 速達郵便で、かつ、一般書留郵便又は簡易書留郵便のいずれかによるものとし、それ

以外の方法による入札は無効とします。

※ 速達到着期限までに到着しない場合、入札は無効となります。

※ この封書の発送は郵 便 局窓 口で書 留 郵便 及び 速達 の手 続き が必 要です。（ 直

接、ポストには投函できません。）

 ③　速達到着期限 開札日の前日まで

 ④ 入札件名

 ⑤　開札日

 ②　特殊取扱 一般書留郵便 簡易書留郵便

①
　
差
　
出
　
人

速 達 郵 便 のほ か、
②にて選択した一般
書留郵便又は 簡易
書 留 郵便 の料 金を
合算した額の切手を
貼ってください。

 
 
 

グ
ル
ー

プ
 

行

 
 

部
 
 
 
 

課

 
新
ひ
だ
か
町
役
場

新
ひ
だ
か
町

入

札

書

在

中

親

展

速

達



様式第２号その３（第６条関係） 

 

※ 新ひだか町役場の閉庁日は除く。

※ 入札書等を提出したときの受付日時を記載します。

※ 入札書等の持参による提出が認められている入札案件において、使用する様式です。

別に示した日以外に提出した場合、入札は無効となります。

※ この様式は、入札書・内訳書をいれた封筒の表面に必ず貼付け、入 札 公告 又は 指名

通知書で示した受付窓口へ期間入札関係書類受付票を添えて提出し、受付票 に収

受印を受けてください。

持 参 提 出 用 様 式
入札公告又は指名通知書で持参提出を認めている場合に限る。

（
期
間
入
札
関
係
書
類
受
付
票
を
添
え
て
提
出

）

 ③　受付日時

 ②　持参到着期限 開札日の前日まで

 ④ 入札件名

 ⑤　開札日

月 日 時 分

①
　
差
　
出
　
人

 
 
 
 
グ
ル
ー

プ
　
窓
口
で
受
付
手
続
必
要

 
 

部
 
 
 
 

課

 
新
ひ
だ
か
町
役
場

新
ひ
だ
か
町

入

札

書

在

中

親

展

持

参

提

出



様式第２号その４（第６条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入札件名

8 入札件名

4 入札件名

入札件名

6 入札件名

3 入札件名

外封筒　④入札件名の内訳

1 入札件名

2 入札件名

7

5

※　外封筒に封入した各入札案件名を記載すること。
※　開札日が異なる入札案件は、同封して送付できません。



様式第３号（第６条関係） 

 

１ 入札金額

※　記載した金額の頭主に「￥」又は「金」を付すること。

２

３

（任意の３桁の数字を記入すること。）

入札者

印

入札代理人

印

入札復代理人

印

様新ひだか町長

住 所

氏 名

氏 名

日

住 所

商号又は名称

代表者職氏名

住 所

年 月

　競争入札心得、契約条項その他新ひだか町が示した競争入札の執行条件を承諾の上、上記の金額で入

札いたします。

入札件名

くじ番号

入　　　札　　　書

拾億 億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 円



様式第４号（第８条関係） 

期間入札受付簿  

 

１ 入 札 件 名 

２ 開 札 日 時      年  月  日   時  分  

３ 入 札 書 到 着 期 限      年  月  日（必着）  

 

受付

番号 
受領日時 書留郵便番号 

入札参加者の 

商号又は名称 

   月 日 時 分   －  －   －  

   月 日 時 分   －  －   －  

   月 日 時 分   －  －   －  

   月 日 時 分   －  －   －  

   月 日 時 分   －  －   －  

   月 日 時 分   －  －   －  

   月 日 時 分   －  －   －  

   月 日 時 分   －  －   －  

   月 日 時 分   －  －   －  

   月 日 時 分   －  －   －  

   月 日 時 分   －  －   －  

   月 日 時 分   －  －   －  

   月 日 時 分   －  －   －  

   月 日 時 分   －  －   －  

   月 日 時 分   －  －   －  

 

 

 

 



様式第５号（第８条関係） 

 期間入札関係書類受付票  

期間入札の入札書等を直接持参する方法により提出する場合は、この受付票様式

に提出する入札書の封筒を重ねて写しをとったものを、入札書等と併せて持参し、

入札執行課の受付印をもらってください。なお、この受付票は、開札が終わるまで

保管してください。  

 

 

 

 

 

上記の入札案件について、

入札書等を受け付けました。 

 

                                 入札執行担当課受付印 

 

 

         

                                 

 

 ※ 受付時に発注者が割り印を押すこと。 

入札件名 

左 記 の 入 札

書 封 筒 の 写

し の 記 載 事

項のとおり 

開 札 日 

入札者の 

商号又は 

名 称 

入 札 書 等 の 入 っ

た封筒表面（町の指

定 す る 書 式 を 封 筒

表 面 に 貼 り 付 け た

もの）をこの面の上

に置き、写しを取っ

た も の を ご 持 参 く

ださい。  

受付時間   時  分  



様式第６号(第９条関係） 

 

入  札  参  加  辞  退  届  
  年  月  日  

 新ひだか町長 様  

 

          所 在 地 

          商号又は名称  

          代 表 者 氏 名                    ㊞  

 

 次の案件について、入札（見積合せ）への参加を辞退いたします。  

入 札 件 名  

開 札 日      年  月  日 

辞 退 理 由 
 
 

複 数 
選択可 

１ 手持ち業務等が多く、新たな業務等を受注することが困難で
ある。 

２ 技術者・作業員の確保が困難である。 
３ 資材や機械等の確保が困難である。 
４ 下請業者の確保が困難である。 
５ 目的物の取扱いがない。 
６ 指定納期までに目的物を納入できない。 

その他 （理由を簡潔に記入してください） 
 

辞 退 期 間 今回のみ   年 月末まで  年 月 日頃まで 

辞 退 業 種  
工事 
委託 

１ 今回の入札（見積）案件の業種（        ）のみ 
２ １に加えて受注困難な登録業種 

（                        ） 
３ 登録全業種 

以下の内容を記入することで、代表者の押印を不要とします。 

本件書類発行 
 
責 任 者 

責 任 者 氏 名  

所 属 部 署 名  

連絡先（電話番号）  

本 件 事 務 
 
担 当 者 

担 当 者 氏 名  

所 属 部 署 名  

連絡先（電話番号）  

注１ この届は、入札及び見積執行担当課（入札書及び見積書の提出先。以下「担当課」とい

う。）に直接持参するか又は郵便等により提出してください。なお、郵送等の場合に、地理

的条件等により、開札日の前日（その日が休日の場合はその直前の平日）までに辞退届が

担当課へ到達しないおそれがある場合は、併せて、担当課へ入札及び見積の辞退について

電話連絡をしてください。  

 ２  辞退理由は、１から６までの該当する番号に〇を付するか、その他の理由を記入してく

ださい。  

 ３  辞退期間は、受注困難な期間について該当する項目に〇を付するか又は期限を記入して

ください。辞退期間が今回のみ以外は、辞退業種に受注困難な工事及び委託業務の登録業

種を記入してください。  

 

 

※ この様式によらない辞退届であっても届出内容の要件が具備されていれば可とする。  



様式第７号(第１２条関係） 

 

期間入札立会証明書 

 

１ 入 札 件 名  別紙のとおり 

 

２ 開 札 日 時     年  月  日   時  分 

 

 

上記の入札について、新ひだか町期間入札試行要領第１２条第２項の規定により、

適正に執行されたことを証明します。 

 

 

 

新ひだか町長  様 

 

年  月  日 

 

入札立会人          部        課 

 

                                  印 

 

 

入札立会人          部        課 

 

                                  印 

 

 

 

 

 



様式第８号（第１３条関係） 

 

期間入札傍聴申込書 

 

開札日時    年  月  日    時  分 

※申込みは、入札（開札）日時の３０分前まで受付します。 

 

受付

番号 

商号又は名称 

（入札参加者） 
傍聴者氏名 備  考 

１    

２    

３    

４    

５    

６    

７    

８    

９    

１０    

１１    

１２    

１３    

１４    

１５    



様式第９号（第１３条関係） 

 

 

傍 聴 委 任 状 

 

 

 新ひだか町長  様 

 

 

              所在地 

              商号又は名称 

 代表者氏名                印 

 

 

 私は、次の者を代理人と定め、下記の傍聴に関する一切の権限を委任します。 

 

記 

 

 １ 傍聴代理人氏名   

 

 

 ２ 入 札 件 名  

 

 

 ３ 開  札  日    年  月  日 

 

 

 

 

 

 



様式第１０号（第１４条関係） 

 

年  月  日 

 

              様 

 

新ひだか町長 

 

くじ引き（抽選）の実施通知書  

 下記の入札・見積案件について、落札価格となる入札者が複数いることから、く

じ引き（抽選）により落札者を決定いたしますので、下記の日時及び場所にお集ま

りください。 

 なお、地方自治法施行令（昭和２２年５月３日政令第１６号）及び新ひだか町期

間入札実施試行要領の取扱いにより、当該入札のうちくじを引かない者があるとき

は、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとします

ので、ご承知ください。 

記 

 

１ 入 札 件 名  

２ 開 札 日       年   月   日 

３ 落札（決定）価格                            円 

４ くじ引き実施日時       年   月   日    時   分 

   及び場所 日高郡新ひだか町 

新ひだか町役場        庁舎  階   室 

５ 留 意 事 項 上記日時及び場所に当該入札者がいない場合は、当該

入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとしま

す。 

※ この様式はファクシミリ又は電子メール等利用して通知するものとする。 

 

 

 



様式第１１号（第１４条関係） 

 

 

競争入札　

工 事 ・ 委 託 名
（ 契 約 名 ）

工期（履行期限）

開 札 日

開 札 時 間

業　　　　　者　　　　　名 お問い合わせ番号（11桁）
抽選
番号

入札書くじ番号 順位

抽 選 結 果

お問い合わせ番号の下４
桁の小さいものから順に
「抽選番号」（0､1､2､･･･）を
付与する。

計
者

余り

く　じ　引　き　執　行　調　書

◎くじ引き状況

摘　　　　要

〔
　　　　　年　　月　　日



様式第１２号（第１４条関係） 

 

年  月  日 

 

              様 

 

新ひだか町長 

 

期間入札（不落札・無効・失格）通知書 

   年 月 日に開札した下記の入札・見積案件について、落札者又は落札候補

者（低入札価格調査制度を適用した入札にあっては、調査対象者を含む。）が決定し

ませんでしたので通知します。また、再度入札を実施しますが、貴社の入札は（無

効・失格）であったため、再度入札に参加できませんので、その旨併せて通知しま

す。なお、落札者が決定した場合は、新ひだか町のホームページにて公表します。 

記 

１ 入 札 件 名  

２ 開 札 日     年   月   日 

 初度入札 ・ 再度入札（  回目） 

３ 貴社入札の開札結果      不落札 ・ 無効 ・ 失格 

４ 上記３の理由  

不落札の場合 落札となる有効な入札でなかったため 

無効の場合 入札心得等により無効入札に該当したため 

〔                      〕 

  失格の場合 最低制限価格未満の入札であったため 

５ 第  回目入札 

最低入札金額 

                     円 

※ 最低制限価格制度を適用した入札にあっては、最

低制限価格未満の入札を除く。 

６ その他  

※ 売払いにおける入札においては、５の項目名中「最低」を「最高」に文言にし

て使用すること。 

※ 「また、～」以降の文言については、再度入札を行う場合のみ追記すること。 

※ この様式はファクシミリ又は電子メール等利用して通知するものとする。  



様式第１３号（第１５関係） 

 

年  月  日 

 

              様 

 

新ひだか町長 

 

再度入札通知書 

   年 月 日に開札した下記の入札・見積案件について、再度入札をする旨通

知しますので、提出期限までに、入札書等を提出してください。 

記 

１ 入 札 件 名  

２ 開 札 日     年   月   日 

３ 再 入 札 書 到 着 期 限     年   月   日     時   分 

４ 提出方法   郵 送 ・ 持 参   方法とする。 

及び提出先 日高郡新ひだか町 

新ひだか町役場       庁舎   

 

４ 再 入 札 の 開 札 日 時     年   月   日     時   分 

  及び開札場所 日高郡新ひだか町 

新ひだか町役場       庁舎  階   室 

５ 第  回目入札 

最低入札金額 

                     円 

※ 最低制限価格制度を適用した入札にあっては、最

低制限価格未満の入札を除く。 

６ 再 入 札 書 に お け る 

内訳書の提出の要否 
必要とする ・ 必要としない 

７ その他 再度入札で落札者がいなかった場合は、最低価格で

入札した業者と随意契約をする場合がありますので

ご承知ください。 

※ 売払いにおける入札においては、５の項目名中「最低」を「最高」に文言にし

て使用すること。 

※ この様式はファクシミリ又は電子メール等利用して通知するものとする。  



様式第１４号（第１６条関係） 

 

年  月  日 

 

              様 

 

新ひだか町長 

 

落札決定通知書 

 

 下記の入札・見積案件について、貴社が落札した旨通知します。 

 

記 

１ 入 札 件 名  

２ 開 札 日     年  月  日（初度入札・再度入札 回目） 

３ 落札（決定）金額                           円 

４ 契 約 金 額                        円 

（うち消費税及び地方消費税の額        円） 

５ 摘 要  

 

※ この様式はファクシミリ又は電子メール等利用して通知するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１５号（第１８条関係） 

 

年  月  日 

 

              様 

 

新ひだか町長 

 

競争入札執行取扱通知書 

 

 下記の入札・見積案件について、次のとおり取り扱うこととなりましたので、通

知します。 

記 

１ 開 札 日  

２ 入 札 件 名  

３ 本件入札執行に

係る取扱い 

入札（開札）の延期 ・ 入札（開札）の中止 ・  

入札の取消し ・ その他（          ） 

（事  由）  
 

 

４ 今後の当該入札

等の取扱い 

入札（開札）日変更 ・ 再度入札公告等 ・ 

発注の中止 ・ その他（           ） 

５ 摘    要 

 

※ この様式はファクシミリ又は電子メール等利用して通知するものとする。 

※ 延期による場合において、入札日時、入札場所、方式等が決定している場合

は、摘要欄にその旨記載するものとする。 


